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名
古
屋
刑
務
所
平
成
十
三
年
十
二
月
事
案
に
係
る
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
三
年
十
二
月
十
四
日
、
名
古
屋
刑
務
所
の
保
護
房
内
に
お
い
て
、
刑
務
官
（
副
看
守
長
）
が
受
刑
者
に
対
し
、
消
防

用
ホ
ー
ス
を
用
い
て
多
量
に
放
水
す
る
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、
肛
門
挫
裂
創
・
直
腸
裂
開
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
翌
十
五

日
、
細
菌
性
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
と
さ
れ
る
事
案
（
以
下
「
本
件
事
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
十

月
二
十
日
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
は
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
致
死
及
び
幇
助
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
、
罪
に
問
わ
れ
た
二

名
の
刑
務
官
は
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
案
に
関
し
て
、
遺
族
ら
が
国
家
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
、
国
側
に
約
三
千
九
百
万
円
の
支
払
い
を
命
ず
る
判
決

が
確
定
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
尾
�
法
務
省
矯
正
局
長
は
、
本
件
事
案

に
お
け
る
消
防
用
ホ
ー
ス
は
、
通
常
の
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
た
と
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刑
務
官
の
行
為
が
受

刑
者
の
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
本
件
事
案
が
冤
罪
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
以
下
の
点

に
つ
い
て
、
政
府
当
局
の
認
識
を
問
う
。

（
�
）

法
務
省
に
は
、
司
法
の
判
断
と
は
別
に
、
再
発
防
止
に
向
け
た
行
政
上
の
調
査
義
務
が
存
す
る
と
考
え
る
が
、
当
局

一



は
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
の
か
。
ま
た
、
現
在
何
ら
か
の
調
査
を
行
っ

て
い
る
の
か
。

（
�
）

刑
事
裁
判
に
関
し
て
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
二
名
の
刑
務
官
は
失
職
と
な
る
。
本
件
事
案
が
冤
罪
で
あ
る

可
能
性
も
考
慮
し
、
事
実
の
再
調
査
等
を
行
い
、
裁
判
所
に
申
立
て
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
当
局
は
ど
の
よ
う
に
対
応

す
る
の
か
。
ま
た
、
職
員
が
冤
罪
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
罪
判
決
に
よ
り
失
職
し
た
場
合
、
刑
の

確
定
後
に
お
い
て
も
、
同
様
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
該
職
員
に
対
す
る
償
い
と
し
て
、
何
ら
か
の
対
応

を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
当
局
は
ど
の
よ
う
な
認
識
か
。

（
�
）

国
家
行
政
組
織
法
第
十
条
等
に
基
づ
き
、
各
省
大
臣
は
、
事
務
の
統
括
権
及
び
服
務
統
督
権
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
公
務
員
が
職
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
の
違
法
性
が
問
わ
れ
た
場
合
の
調
査
権
限
が
含
ま
れ
、
法
務
省

が
本
件
事
案
に
係
る
調
査
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
権
限
の
行
使
を
怠
っ
た
も
の
と
し
て
違
法
性
を
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
と
考
え
る
が
、
当
局
は
ど
の
よ
う
な
認
識
か
。

右
質
問
す
る
。

二


